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ラベルバンク新聞

　2024年5月27日、消費者庁より「機能
性表示食品を巡る検討会報告書」が公表
されました。その後5月31日に、「紅麹関
連製品への対応に関する関係閣僚会合」
の資料として「紅麹関連製品に係る事案
を受けた機能性表示食品制度等に関す
る今後の対応」が公表されています。

＜機能性表示食品制度等に関する今後
の対応の概要＞
1.健康被害の情報提供の義務化（食品表
示法、食品衛生法に基づく行政措置を
可能とする）
2.機能性表示食品制度の信頼性を高め
るための措置（GMPの要件化等）
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“分かりにくい食品表示を分かりやすく”
Making food labeling accessible for everyone.

「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品
制度等に関する今後の対応」が公表されました

配合表、製品規格書等
をもとに、原材料名や
栄養成分等の表示案
との適合性を検証し
ます。

食品表示調査サービス

原材料及び添加物の適合性検証
容器包装への表示案の適合性検証 

3.情報提供の D X 化、消費者教育の強化
4.国と地方の役割分担

　このうち実務に関する改正について
は「機能性表示食品を巡る検討会報告書
」の提言の内容が分かりやすいので、こ
ちらに一部を抜粋します。

健康被害情報の収集、行政機関への情報
提供の義務等

提供義務の対象となる食品群につい
ては、現行の届出ガイドラインにおい
てサプリメント形状の加工食品以外
の加工食品や生鮮食品を含む全ての
機能性表示食品を対象としているこ
とから、サプリメント形状の加工食品
に限定することなく、全ての機能性表
示食品を対象とすることが適当であ
る。

製造管理及び品質管理等

今回の事案を受け、サプリメント形状
の機能性表示食品の製造工程管理に
おける品質確保を徹底し、機能性表示
食品の信頼性を高めるため、サプリメ
ント形状の機能性表示食品について
は、法令で規定されたＧＭＰに基づく
製造及び品質管理を行うことを、届出
時や届出後の販売期間中における法
的義務とすることが適当である。（中
略）特に機能性関与成分を含む原材料
については、サプリメント形状の製品
（最終製品）を製造する者がＧＭＰに
基づき当該原材料の受入れ段階で当
該原材料の成分全体の同等性や同質
性の考えを基本として対応すること
を表示責任者である届出者の責任に
おいて実施させるべきである。

機能性表示食品に関する情報伝達の在
り方

•「疾病の診断、治療、予防を目的とし
たものではない旨」の表示では、「医
薬品ではないこと」を、「機能性表示
食品である旨」と同一面に明記する
こと。
• 機能性表示食品である旨と届出番
号を近接して表示し、識別性を高め
ること。
• 安全性や機能性について、国の評価
を受けた食品でないことを端的に
表示する方法に改善すること。一方、
機能性表示食品は 「その他のいわ
ゆる「健康食品」」とは異なり、機能
性及び安全性の科学的根拠等の届
出情報を消費者庁のウェブサイト
において確認できることを明確に
すること。

　また更なる検討課題として、特定保健
用食品についても健康被害情報提供の
義務化とGMPの要件化の検討を進める
とされています。今後、食品表示法およ
び食品衛生法の改正と、機能性表示食品
の届出ガイドラインの改正が進められ
ると思われます。なお報告書の別紙には
検討会で出された意見が整理されてい
ますので、機能性表示食品だけでなく健
康にかかわる表示をされている食品を
取り扱いの方は、一度目を通しておかれ
るとよいでしょう。

（川合）

https://www.caa.go.jp/notice/other/caution_001/review_meeting_001/assets/consumer_safety_cms206_240527_01.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benikouji/index.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benikouji/dai2/taiou.pdf
https://www.label-bank.co.jp/services/
https://www.label-bank.co.jp/blog/ffc/202406ffc
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新訂2版 基礎からわかる

食品表示の法律・実務ガイドブック

ラ ベ ル バ ン ク 新 聞

ミニコラム

（四字熟語）

温故知新

1. 台湾の栄養成分強調表示
　台湾の衛生福利部食品薬物管理署（FDA）は、2024年2月
19日に『包装食品栄養表示に関する遵守事項』の一部改訂を
公布しました。（一部は即日実施、残りは2026年1月1日に施
行）「包装食品栄養表示に関する遵守事項」修正の要点とし
て、「高、多、豊富」など高い旨の表示の対象となる栄養素お
よびその含量基準を追加し、強調してはならない文言も修
正しました。特に注目すべき例としては、含糖炭酸飲料は「
ビタミンC添加」または「100ミリリットルあたりビタミン
C50ミリグラム含有」など、事実に即した栄養強調表示をす
ることができますが、「高ビタミンC」、「ビタミンCたっぷり」
等それと同義の栄養強調表示および生理機能に関する文言
を表示することはできないとしていることです。

2. ポルトガルの容器包装前面表示制度（FoP）
　容器包装前面表示制度は世界的にも導入が進んできてお
り、2021年以降、カナダやシンガポールで導入が決定され
ています。FoP義務化に向けた EU 規則案の提案は2022年
に実現される予定であったものの、当初予定時期での公表
はかなわず、後ろ倒しとなっています。Nutri-Scoreは、フラ
ンス、ドイツ、オランダ、ベルギー、ルクセンブル グ、スペイ
ン(及び EＵ非加盟国のスイス)が支持していますが、ポルト
ガルは今年4月にNutri-scoreを正式に採用したヨーロッパ
で8番目の国となりました。

3.フランスの代替肉表示禁止案
　フランスにおけるプラントベース（肉の代替品）に「肉を
連想させる」用語の使用を禁止する新しい法律（政令第
2024-144号）は、2024年2月に発表され、5月1日から施行さ
れる予定でしたが、現在、一時停止されています。この件に
関しては欧州連合司法裁判所（CJEU）の回答を待つ必要があ
ります。2022年に中断された法案に関しては今後、新たな
展開があるか注目されます。（フランスにおけるプラントベ
ース食品（肉の代替品）の表示規制案について ～ EUプラン
トベース食品に使用される用語の現状～）

各国の食品表示に関する改正動向
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4. 海外における新ゲノム技術で作られた植物の規制動向
　2024年2月7日、欧州議会本会議にて、新しいゲノム技術（
New Genomic Techniques）を使った「ゲノム編集」生物に対
する規制緩和を承認しました。ゲノム編集食品の流通に向
け、制度作りが始まる可能性が大きいです。承認された規制
による、食品流通向けに主な影響としては、「ゲノム編集」生
物の表示の義務化とトレーサビリティに関する書類の義務
化があります。同月、米国食品医薬品庁(FDA)は、ゲノム編集
技術を用いて作出された植物（New Plant Varieties）に由来
する食品に対して自主的に実施される市販前の取り組みに
関するガイダンスを公表します。シンガポールもゲノム編
集作物の使用に関する規制枠組み案のパブリックコメント
の募集が終わり、各国におけるゲノム編集食品の管理原則
は徐々に成熟しつつありますが、詳細な管理規制の策定は
まだ進行中です。今後の動向と議論の深化に引き続き注目
する必要があります。

　消費者の自主的かつ合理的な選択の機会を確保し、分か
りやすい表示を行うため、諸外国は様々な知見の集約に努
めています。しかし、各国によってその考え方や規制文化が
異なるため、食品の輸出入に関する調査の際には、国ごとに
情報を集めるとともに、同じトピックについて他国の動向
を見比べることも重要です。

（黄）

　4月より入社いたしました関珠海と申します。大学
では農学を学びサトイモの遺伝子について研究してい
ました。趣味は読書・猫と過ごすことです。食品分野
についてはまだ未熟ですが、日本と外国の食品表示の
知識やスキルを早く身に付けて皆様のお役に立てるよ
う頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。

（関）

新入社員のご紹介

https://www.label-bank.co.jp/blog/overseas/202406overseas
https://www.label-bank.co.jp/column/book.html
https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=30378
https://www.label-bank.co.jp/blog/overseas/202307canada
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/mandatory-nutrition-labelling-and-advertising-prohibitions-for-nutri-grade-beverages-from-30-december-2022
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers_en
https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/3637-2024-859190971
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049199307
https://www.label-bank.co.jp/blog/overseas/202310plant-based
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240202IPR17320/new-genomic-techniques-meps-back-rules-to-support-green-transition-of-farmers
https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-releases-guidance-voluntary-premarket-engagement-foods-derived-plants-produced-using-genome
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/consultation-on-regulatory-framework-for-the-use-of-genome-edited-crops-in-food-and-animal-feed.pdf
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/consultation-on-regulatory-framework-for-the-use-of-genome-edited-crops-in-food-and-animal-feed.pdf



